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(57)【要約】
【課題】－２０℃以下の低温環境下において、部品の変
更や追加をすることなく、ＬＥＤ素子を確実に点灯させ
ることができるＬＥＤ点灯装置を提供する。
【解決手段】ＬＥＤ点灯装置10は、交流電源ＥとＬＥＤ
素子11との間に設けられる点灯回路16、および点灯回路
16を制御する制御回路17を備える。点灯回路16は、－２
０℃以下で定格値より低容量化または高インピーダンス
化する電解コンデンサC3を有する。制御回路17は、－２
０℃以下の環境下においては初期点灯動作としてフェー
ドイン点灯を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－２０℃以下で定格値より低容量化または高インピーダンス化する電解コンデンサを有
し、外部電源とＬＥＤ素子との間に設けられる点灯回路と；
　点灯回路を制御するとともに、－２０℃以下の環境下においては初期点灯動作を行う制
御回路と；
　を具備していることを特徴とするＬＥＤ点灯装置。
【請求項２】
　制御回路の初期点灯動作は、フェードイン点灯である
　ことを特徴とする請求項１記載のＬＥＤ点灯装置。
【請求項３】
　制御回路の初期点灯動作は、保護回路動作のリセットと点灯動作との所定回数の繰り返
しである
　ことを特徴とする請求項１または２記載のＬＥＤ点灯装置。
【請求項４】
　制御回路の初期点灯動作は、保護回路動作の無効化と、通電開始から所定時間経過後の
保護回路動作の有効化である
　ことを特徴とする請求項１ないし３いずれか一記載のＬＥＤ点灯装置。
【請求項５】
　ＬＥＤ素子と；
　請求項１ないし４いずれか一記載のＬＥＤ点灯装置と；
　を具備していることを特徴とするＬＥＤ照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ＬＥＤ素子を点灯させるＬＥＤ点灯装置、およびこのＬＥＤ点灯
装置を用いたＬＥＤ照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、低温環境下で使用する照明装置の点灯装置においては、低温環境下において発
生する不具合を改善するために、電子部品などの部品を低温環境に適応したものに代えた
り特別な部品を追加するようにしている。
【０００３】
　例えば、ＬＥＤ素子を点灯させるＬＥＤ点灯装置においては、点灯回路に電解コンデン
サを用いるが、－２０℃以下の低温環境下で消灯（非通電）状態に放置された場合に、電
解コンデンサが－２０℃以下となることで定格値より低容量化または高インピーダンス化
する特性を有している。
【０００４】
　このように電解コンデンサが定格値より低容量化または高インピーダンス化した状態に
おいて、ＬＥＤ点灯装置が定格出力で点灯動作した場合、電解コンデンサによる平滑が十
分に行われないため、それに起因した不安定動作が発生し、その発生を検知した保護回路
により点灯動作を停止させ、ＬＥＤ素子が点灯しない不具合が発生する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２５１３５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のように、低温環境に適応した部品への変更や部品の追加なしには、低温環境下に



(3) JP 2013-65528 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

おいて発生する不具合を改善することができない問題がある。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、－２０℃以下の低温環境下において、部品の変更や
追加をすることなく、ＬＥＤ素子を確実に点灯させることができるＬＥＤ点灯装置、およ
びこのＬＥＤ点灯装置を用いたＬＥＤ照明装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態のＬＥＤ点灯装置は、外部電源とＬＥＤ素子との間に設けられる点灯回路、お
よび点灯回路を制御する制御回路を備える。点灯回路は、－２０℃以下で定格値より低容
量化または高インピーダンス化する電解コンデンサを有する。制御回路は、－２０℃以下
の環境下においては初期点灯動作を行う。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、－２０℃以下の低温環境下において、電解コンデンサが定格値より低
容量化または高インピーダンス化していても、初期点灯動作を行うことにより、部品の変
更や追加をすることなく、ＬＥＤ素子を確実に点灯させることが期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施形態を示すＬＥＤ点灯装置の回路図である。
【図２】同上ＬＥＤ点灯装置を用いたＬＥＤ照明装置の斜視図である。
【図３】同上ＬＥＤ点灯装置に用いる電解コンデンサの温度に対する容量およびインピー
ダンスの変化を示すグラフである。
【図４】同上電解コンデンサが低容量化または高インピーダンス化したときに電解コンデ
ンサから出力される電源電圧の波形図である。
【図５】同上電解コンデンサの容量と調光出力比との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、一実施形態を、図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１において、ＬＥＤ点灯装置10は、外部電源としての交流電源Ｅに接続され、複数の
ＬＥＤ素子11を有するＬＥＤモジュール12に電力を供給し、複数のＬＥＤ素子11を点灯さ
せるように構成されている。さらに、ＬＥＤ点灯装置10は、設置環境などによって異なる
１００Ｖ～２４２Ｖの範囲の交流電源Ｅに対応する電圧フリータイプに構成されている。
【００１３】
　そして、ＬＥＤ点灯装置10は、交流電源Ｅに接続される入力部14と複数のＬＥＤ素子11
が接続される出力部15との間に設けられる点灯回路16、およびこの点灯回路16を制御する
制御回路17を備えている。
【００１４】
　点灯回路16は、入力部14にヒューズF1を介して順次接続されるサージ吸収回路21および
フィルタ回路22、このフィルタ回路22の出力側に接続される整流回路23、この整流回路23
の出力側に接続されるＡＣ－ＤＣコンバータ24、およびＡＣ－ＤＣコンバータ24の出力側
に接続されるＤＣ－ＤＣコンバータ25を備えている。
【００１５】
　サージ吸収回路21は、ヒューズF1を介して入力部14に並列に接続されるバリスタV1を有
している。
【００１６】
　また、フィルタ回路22は、バリスタV1に並列に接続されるコンデンサC1、インダクタL1
およびコンデンサC2を有し、電源電圧に重畳する雑音を低減する。
【００１７】
　また、整流回路23は、全波整流器RECが用いられ、この全波整流器RECの入力端がフィル
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タ回路22の出力端に接続され、全波整流器RECの出力端にＡＣ－ＤＣコンバータ24の入力
端が並列に接続されている。
【００１８】
　また、ＡＣ－ＤＣコンバータ24は、昇圧チョッパ回路で構成されており、スイッチング
素子としての電界効果トランジスタQ1のオンオフ動作により、整流回路23の出力電圧をチ
ョッピングして所定の直流電圧を出力するもので、例えばＤＣ４２０Ｖを出力するもので
ある。
【００１９】
　すなわち、ＡＣ－ＤＣコンバータ24は、全波整流器RECの出力端間に接続されたインダ
クタL2、電界効果トランジスタQ1および抵抗R1の直列回路と、電界効果トランジスタQ1お
よび抵抗R1に並列に接続された逆流防止用のダイオードD1および平滑用の電解コンデンサ
C3の直列回路とを有している。そして、制御回路17の制御により電界効果トランジスタQ1
が所定のスイッチング周波数およびオンデューティでオンオフ動作することにより、電解
コンデンサC3の両端間に所定の直流電圧が発生する。こうして、ＡＣ－ＤＣコンバータ24
は、１００Ｖ～２４２Ｖの交流電圧を例えば４２０Ｖの直流電圧に昇圧変換してＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータ25に出力するように構成されている。
【００２０】
　電解コンデンサC3は、容器内に、セパレータを介して巻回された陽極箔と陰極箔とが収
容されているとともに、電解液が封入されて構成されている。
【００２１】
　また、ＤＣ－ＤＣコンバータ25は、降圧チョッパ回路で構成されており、ＡＣ－ＤＣコ
ンバータ24の電解コンデンサC3の両端間に接続されたスイッチング素子としての電界効果
トランジスタQ2およびダイオードD2の直列回路を有している。ダイオードD2のカソードと
一方の出力部15との間にインダクタL3が接続され、ダイオードD2のアノードと他方の出力
部15との間に抵抗R2が接続されている。そして、制御回路17の制御により電界効果トラン
ジスタQ2が所定のスイッチング周波数およびオンデューティでオンオフ動作することによ
り、出力部15の両端間にＬＥＤ素子11を点灯させる所定の直流電圧が発生する。
【００２２】
　また、制御回路17は、ＤＣ－ＤＣコンバータ25の出力電流を検出する検出部30、ＡＣ－
ＤＣコンバータ24の電界効果トランジスタQ1を制御するＡＣ－ＤＣ制御部31、およびＤＣ
－ＤＣコンバータ25の電界効果トランジスタQ2を制御するＤＣ－ＤＣ制御部32を備え、例
えば、これらが一体に構成されているＩＣによって構成されている。
【００２３】
　検出部30は、ＤＣ－ＤＣコンバータ25の出力側に接続されており、ＤＣ－ＤＣコンバー
タ25の出力電流を検出する出力電流検出回路、および出力電圧を検出する出力電圧検出回
路を備え、これら検出信号をＤＣ－ＤＣ制御部32に出力する。さらに、検出された出力電
流や出力電圧に基づいて異常判定する保護回路を備え、異常判定時には異常検出信号をＡ
Ｃ－ＤＣコンバータ24およびＤＣ－ＤＣコンバータ25に出力する。
【００２４】
　ＡＣ－ＤＣ制御部31は、電界効果トランジスタQ1をオンオフ動作により点灯動作するも
ので、点灯動作により電界効果トランジスタQ1のスイッチング周波数およびオンデューテ
ィを制御し、検出部30の保護回路からの異常検出信号の入力による保護回路動作により電
界効果トランジスタQ1の発振を停止させる機能を有している。
【００２５】
　ＤＣ－ＤＣ制御部32は、電界効果トランジスタQ2をＰＷＭ制御により点灯動作するもの
で、電界効果トランジスタQ2のスイッチング周波数およびオンデューティを制御する。ま
た、検出部30の保護回路からの異常検出信号の入力による保護回路動作により、電界効果
トランジスタQ2の発振を停止させる機能を有している。
【００２６】
　そして、制御回路17は、点灯回路16を制御するとともに、－２０℃以下の環境下におい
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ては初期点灯動作を行う機能を有している。この初期点灯動作としては、例えば、フェー
ドイン点灯、保護回路動作のリセットと点灯動作との所定回数の繰り返し、保護回路動作
の無効化と通電開始から所定時間経過後の保護回路動作の有効化などがある。
【００２７】
　次に、図２には、ＬＥＤ点灯装置10を用いたＬＥＤ照明装置40を示す。このＬＥＤ照明
装置40は、低温用照明装置であり、器具本体41、この器具本体41に取り付けられるＬＥＤ
点灯装置10およびＬＥＤモジュール12、ＬＥＤモジュール12を覆って器具本体41に取り付
けられる透光性カバー42を備えている。そして、ＬＥＤ照明装置40は、冷凍倉庫などの例
えば－３５℃～－４０℃の低温環境に設置されて使用される。
【００２８】
　次に、ＬＥＤ点灯装置10の動作を説明する。
【００２９】
　交流電源Ｅが投入されると、ヒューズF1、サージ吸収回路21およびフィルタ回路22を通
じて整流回路23で整流された電源電圧をＡＣ－ＤＣコンバータ24に出力する。
【００３０】
　ＡＣ－ＤＣコンバータ24は、ＡＣ－ＤＣ制御部32の制御による電界効果トランジスタQ1
のオンオフ動作により、整流回路23の出力電圧をチョッピングして例えば４２０Ｖの直流
電圧に昇圧し、ＤＣ－ＤＣコンバータ25に出力する。
【００３１】
　ＤＣ－ＤＣコンバータ25は、ＤＣ－ＤＣ制御部32の制御による電界効果トランジスタQ2
のオンオフ動作により、ＡＣ－ＤＣコンバータ24の出力電圧をチョッピングしてＬＥＤ素
子11を点灯させるための直流電圧に降圧し、ＬＥＤ素子11に出力する。これにより、ＬＥ
Ｄ素子11が点灯する。
【００３２】
　また、ＬＥＤ点灯装置10に用いられている電解コンデンサC3は、広く一般に用いられて
いる汎用部品であり、図３に示すように、－２０℃以下の低温環境下においては、電解液
の凍結に伴って、定格値より低容量化、高インピーダンス化する特性を有している。なお
、電解コンデンサC3は、－２０℃以下の低温環境下にあっても、通電によって温度上昇し
、容量およびインピーダンスが定格値に回復する。
【００３３】
　図４の波形ａに示すように、電解コンデンサC3が容量およびインピーダンスが定格値に
ある場合には、ＡＣ－ＤＣコンバータ24の出力は電解コンデンサC3によって例えば４２０
Ｖに平滑された直流電圧となる。
【００３４】
　しかしながら、ＬＥＤ点灯装置10が－２０℃以下の低温環境下で消灯（非通電）状態に
放置され、電解コンデンサC3が－２０℃以下の温度となって定格値より低容量化または高
インピーダンス化した状態で、交流電源Ｅが投入され、ＬＥＤ点灯装置10が定格出力で点
灯動作した場合、ＡＣ－ＤＣコンバータ24の出力は電解コンデンサC3によって正常に平滑
されない不具合が発生する。すなわち、図４の波形ｂに示すように、ＡＣ－ＤＣコンバー
タ24の出力は電解コンデンサC3によって正常に平滑されずに電源電圧が大きく下がるリプ
ルの生じた波形となる。
【００３５】
　ＤＣ－ＤＣコンバータ25ではＡＣ－ＤＣコンバータ24から入力される電源電圧が下がっ
たときには上げるように制御するが、ＤＣ－ＤＣコンバータ25で上げるように制御すると
きにＡＣ－ＤＣコンバータ24から入力される電源電圧が上がるタイミングとなった場合、
オーバーシュートが生じ、ＤＣ－ＤＣコンバータ25から過電流が出力される。
【００３６】
　検出部30で過電流を検出すると、保護回路からの異常検出信号がＡＣ－ＤＣ制御部31お
よびＤＣ－ＤＣ制御部32に出力され、これら制御部31，32での保護回路動作により点灯回
路16を強制的に停止させる。
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【００３７】
　したがって、電解コンデンサC3が－２０℃以下となって定格値より低容量化または高イ
ンピーダンス化した状態において、交流電源Ｅを投入しても、保護回路動作によりＬＥＤ
素子11が点灯しない不具合が発生する。
【００３８】
　そこで、本実施形態の制御回路17は、通電開始時に初期点灯動作を行い、ＬＥＤ素子11
を確実に点灯させることができる。
【００３９】
　この初期点灯動作としては、フェードイン点灯がある。このフェードイン点灯では、通
電開始時に、ＤＣ－ＤＣ制御部32が、電界効果トランジスタQ2のＰＷＭ制御のオンデュー
ティを例えば０％から連続的または段階的に上昇させていく調光スタート制御を行う。
【００４０】
　これにより、ＤＣ－ＤＣコンバータ25の出力が定格出力よりも低い低出力からのスター
トとなって、ＡＣ－ＤＣコンバータ24の電解コンデンサC3からの電力の吐出し量が少なく
なるため、ＡＣ－ＤＣコンバータ24からの出力が図４の波形ｂのように電源電圧が大きく
下がることがなく、平滑された直流電圧となる。
【００４１】
　すなわち、低容量化している電解コンデンサC3でＡＣ－ＤＣコンバータ24の出力を平滑
可能となるように、ＤＣ－ＤＣコンバータ25の出力を調光スタート制御する。
【００４２】
　これにより、保護回路が働かず、ＬＥＤ素子11がフェードイン点灯する。
【００４３】
　電解コンデンサC3は、通電によって温度上昇し、容量およびインピーダンスが定格値に
回復していくため、調光スタートによってＤＣ－ＤＣコンバータ25の出力が定格出力にな
ったときには、ＬＥＤ素子11が安定した所定の明るさで点灯する。
【００４４】
　図５には、電解コンデンサC3の容量と点灯可能な調光出力比との関係について測定を行
った結果を示す。電解コンデンサC3の容量が３０％以下に低下した状態においても、３０
％以下の調光出力比であれば、保護回路が働かずに点灯することが確認できた。そのため
、フェードイン点灯においては、ＤＣ－ＤＣ制御部32が調光スタート制御を行うスタート
時の調光出力比は、０％からでなく、３０％からでもよい。
【００４５】
　したがって、－２０℃以下の低温環境下において、電解コンデンサC3が定格値より低容
量化または高インピーダンス化していても、初期点灯動作であるフェードイン点灯を行う
ことにより、ＬＥＤ素子11を確実に点灯させることができる。しかも、点灯回路16の部品
の変更や他の部品の追加をすることなく、制御回路17の制御プログラムの変更のみで容易
に対応することができる。
【００４６】
　なお、ＡＣ－ＤＣコンバータ24からの出力である平滑電圧の電圧値あるいは高周波リプ
ル成分を検出し、ある一定値以下になる場合には、フェードイン点灯を行うようにしても
よい。これにより、－２０℃以下の低温環境下において、電解コンデンサC3が定格値より
低容量化または高インピーダンス化している場合には、フェードイン点灯を行って確実に
点灯させることができ、また、消灯直後に再点灯させるときなど、電解コンデンサC3が定
格値より低容量化または高インピーダンス化していない場合には、フェードイン点灯せず
に、定格出力で直ちに点灯させることができる。さらに、ＡＣ－ＤＣコンバータ24からの
出力である平滑電圧の電圧値あるいは高周波リプル成分がある一定値以下で所定時間以上
継続する場合には、電解コンデンサC3の低温化による不具合ではなく、別の要因による不
具合であると判断して点灯回路16を停止させるようにしてもよい。なお、ＡＣ－ＤＣコン
バータ24からの出力である平滑電圧の電圧値あるいは高周波リプル成分の検出は、制御回
路17による制御に用いている検出部30を利用できるため、点灯回路16の部品の変更や他の
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部品の追加をすることなく、制御回路17の制御プログラムの変更のみで容易に対応するこ
とができる。
【００４７】
　また、初期点灯動作としては、保護回路動作のリセットと点灯動作との所定回数の繰り
返しでもよい。この場合には、上述したように、通電開始時に、ＬＥＤ点灯装置10が定格
出力で点灯動作することにより、ＡＣ－ＤＣコンバータ24の出力が電解コンデンサC3によ
って正常に平滑されず、保護回路が働き、保護回路動作により点灯回路16を停止するが、
制御回路17では保護回路動作が働いた後に保護回路動作をリセットし、点灯動作を再開す
る。点灯動作を再開しても、再び保護回路が働けば保護回路動作を行う。
【００４８】
　このように、制御回路17の制御により保護回路動作のリセットと点灯動作とを繰り返し
、その間に電解コンデンサC3に通電がなされることで、電解コンデンサC3の温度が上昇し
、容量およびインピーダンスが定格値に回復していくため、ＡＣ－ＤＣコンバータ24から
の出力が平滑された直流電圧となる。そのため、保護回路動作のリセットと点灯動作とを
複数回繰り返した後には、保護回路で異常を検出しなくなり、点灯動作を継続し、ＬＥＤ
素子11が安定した所定の明るさで点灯する。
【００４９】
　したがって、－２０℃以下の低温環境下において、電解コンデンサC3が定格値より低容
量化または高インピーダンス化していても、初期点灯動作によって保護回路動作のリセッ
トと点灯動作とを繰り返すことにより、ＬＥＤ素子11を確実に点灯させることができる。
しかも、点灯回路16の部品の変更や他の部品の追加をすることなく、制御回路17の制御プ
ログラムの変更のみで容易に対応することができる。
【００５０】
　なお、保護回路動作のリセットと点灯動作とを予め設定された所定の上限回数まで繰り
返しても保護回路が働く場合には、電解コンデンサC3の低温化による不具合ではなく、別
の要因による不具合であると判断して保護回路動作によるリセットを中止し、保護回路動
作による点灯回路16の停止状態を保持する。
【００５１】
　また、初期点灯動作としては、保護回路動作の無効化と通電開始から所定時間経過後の
保護回路動作の有効化でもよい。この場合には、通電開始時に、ＬＥＤ点灯装置10が定格
出力で点灯動作することにより、ＡＣ－ＤＣコンバータ24の出力が電解コンデンサC3によ
って正常に平滑されず、保護回路が働くが、制御回路17では保護回路動作を無効化する。
あるいは、制御回路17の保護回路も無効化することで保護回路動作を無効化する。
【００５２】
　通電開始時に、保護動作回路を無効化することで、点灯回路16が停止せず、電解コンデ
ンサC3への通電が継続されることで、電解コンデンサC3の温度が上昇し、容量およびイン
ピーダンスが定格値に回復していくため、ＡＣ－ＤＣコンバータ24からの出力が平滑され
た直流電圧となる。そのため、ＬＥＤ素子11が安定した所定の明るさで点灯する。
【００５３】
　そして、電解コンデンサC3の容量およびインピーダンスが定格値に回復するのに十分な
予め設定された所定時間経過した後、保護回路動作を有効とし、点灯後の異常検出に備え
る。
【００５４】
　したがって、－２０℃以下の低温環境下において、電解コンデンサC3が定格値より低容
量化または高インピーダンス化していても、初期点灯動作によって保護回路動作の無効化
と通電開始から所定時間経過後の保護回路動作の有効化をすることにより、ＬＥＤ素子11
を確実に点灯させることができる。しかも、点灯回路16の部品の変更や他の部品の追加を
することなく、制御回路17の制御プログラムの変更のみで容易に対応することができる。
【００５５】
　なお、保護回路が異常を判定する閾値として、初期点灯時の異常を判定する閾値と、こ
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を判定する閾値以下の閾値による判定を無効化し、初期点灯時の異常を判定する閾値より
大きい閾値による判定は有効化したままとしてもよい。この場合、初期点灯時でも、電解
コンデンサC3の低温化による不具合ではなく、別の要因による異常を検出して点灯回路16
を停止できる。
【００５６】
　また、ＡＣ－ＤＣコンバータ24からの出力である平滑電圧の電圧値あるいは高周波リプ
ル成分を検出し、ある一定値以下になる場合には、保護回路動作を無効化してもよい。こ
れにより、－２０℃以下の低温環境下において、電解コンデンサC3が定格値より低容量化
または高インピーダンス化している場合には、保護回路動作を無効化して確実に点灯させ
ることができ、また、消灯直後に再点灯させるときなど、電解コンデンサC3が定格値より
低容量化または高インピーダンス化していない場合には、保護回路動作を無効化せずに点
灯させることができる。さらに、ＡＣ－ＤＣコンバータ24からの出力である平滑電圧の電
圧値あるいは高周波リプル成分がある一定値を越えれば、通電開始からの時間経過にかか
わらず、保護回路動作を有効化してもよい。また、ＡＣ－ＤＣコンバータ24からの出力で
ある平滑電圧の電圧値あるいは高周波リプル成分がある一定値以下で所定時間以上継続す
る場合には、電解コンデンサC3の低温化による不具合ではなく、別の要因による不具合で
あると判断して点灯回路16を停止させるようにしてもよい。
【００５７】
　なお、電解コンデンサC3と並列に、低温化による容量への影響が生じないフィルムコン
デンサを接続し、このフィルムコンデンサで、低温化によって低容量化する電解コンデン
サC3の容量の一部を補い、ＡＣ－ＤＣコンバータ24からの出力電圧を平滑するようにして
もよい。
【００５８】
　また、電解コンデンサC3と並列に、インピーダンスとなる負荷を一時的に接続し、電解
コンデンサC3に電流を流して温度を上昇させるようにしてもよい。
【００５９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００６０】
　10　　ＬＥＤ点灯装置
　11　　ＬＥＤ素子
　16　　点灯回路
　17　　制御回路
　40　　ＬＥＤ照明装置
　C3　　電解コンデンサ
　Ｅ　　外部電源としての交流電源
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